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新型コロナウイルス感染症に関する市からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症に
伴う国民健康保険傷病手当金
の支給対象期間を変更
安城市国民健康保険の加入者で、給与
の支払いを受けている人が、新型コロ
ナウイルス感染症に感染又は感染が疑
われた場合に、その療養のため勤務で
きなかった期間について支給される傷
病手当金の支給対象期間が下記のとお
り変更となりました。
傷病手当金についての詳細は本紙7月
号3ページを確認するか、国保年金課
国保係へ問い合わせてください。
●支給対象期間　令和2年1月1日〜
12月31日（変更前：令和2年1月1日
〜9月30日）
●問合せ　国保年金課国保係（☎〈71〉
2230）

中小事業者の事業用資産の固定資産税・
都市計画税の軽減措置
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、事業収入が減少し
た中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋にかかる令和3
年度分固定資産税及び都市計画税が、申告により軽減されます。
●対象者　中小事業者等（個人又は法人）
●軽減割合　令和2年2月〜10月の任意の連続する3カ月間の事業
収入が前年の同期間と比較して
３０％以上５０％未満減少➡2分の1　５０％以上減少➡全額
●申告方法　令和3年1月4日㈪〜2月1日㈪に、提出書類を郵送
（消印有効）又は持参で資産税課（〒446–8501住所不要）へ
※地方税ポータルシステムe

エ ル タ ッ ク ス

LTAX（電子申告）からも申告可。
※償却資産を所有している場合は償却資産申告書とあわせて提出。
※申告期間内に提出がない場合は軽減措置を受けられません。
●提出書類　特例適用申告書（※）、収入減を証する書類、特例対象
資産一覧（事業用家屋がある場合）
※特例適用申告書は認定経営革新等支援機関等（支援機関一覧は中小
企業庁HPに掲載）が確認した証明が必要。申告書の様式は市HPで配布。
●問合せ　資産税課（☎〈71〉2215）

安城市COCOAサポート店舗を募集
市では、新型コロナウイルス接触確認アプリ
COCOAをダウンロードして来店した人に特典
を提供できる店舗を募集しています。
●対象店舗　下記のすべてを満たす店舗
●新型コロナウイルス感染症対策を講じている
●愛知県が実施している「安全・安心宣言施設」に登録している
●COCOAをダウンロードしている来店者に特典を提供で
きる

●その他　登録店舗には店舗掲示用ステッカー・ポスターを
配布。また、店舗一覧を市HP等でPRします
●申込み　参加申込書を郵送又はファクス・Eメールで市観
光協会（商工課内／〒446–8501住所不要／FAX〈76〉1184）／
shoko@city.anjo.lg.jp）へ　※参加申込書は市HPで配布。
●問合せ　商工課（☎〈71〉2235）

感染症専門医等から学ぶ「新型コロナウイルスを正しく恐れるための基礎知識」
新型コロナウイルス感染症の主な症状、現在の医療検査体制、効果的な感染防止対策等、様々な「？」が分
かる講演会です。正しい手洗い方法等の体験型ブース展示も実施します。
※新型コロナウイルスの感染状況により中止となる場合があります。
●開催日　12月1９日㈯　　●場所　保健センター　

新型コロナウイルス感染症への不安や恐れ
から、感染症患者や濃厚接触者、医療従事
者等への誹謗中傷やいじめ、SNSでの心な
い書き込み等を行うことは決して許されま
せん。一人ひとりがお互いの立場に立ち、
思いやりを持って支えあいましょう。

STOP!コロナ差別

人を傷つける言葉を言ったり、行
動したりするのはやめましょう。
デマやうわさ話等不確かな情報を
広げるのはやめましょう
やさしさ・思いやり・感謝の心を
大切にして行動しましょう

〈講演会「新型コロナウイルスを正しく恐れるための基礎知識」〉
●時間　午前1０時～11時
●講師　鈴木大介氏（安城更生病院感染症内科部長）、稲富里絵
氏（同感染制御部感染管理認定看護師）
〈ブース展示〉
●時間　午前11時～正午
●内容　感染症対策を講じた避難所運営、正しい手洗い体験、
免疫力を高める食事メニュー　他

●定員　８０人（先着順）
●申込み　12月７日㈪午前８時3０分か
ら電話で保健センター（☎〈7６〉1133）へ
●その他　講演会はオンライン配信も
行います。視聴方法につい
ては右記QRコードから市
HPを参照してください
●問合せ　保健センター（☎〈7６〉1133）
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市職員の給与等について主な内容を公表します。対象となる職員は、特に記載のあるものを除き、一般職で任期の
定めのない常勤職員です。

問▶人事課（☎〈７１〉２２０３）安城市の人事・給与についてお知らせします

人件費の状況
人件費 歳出額 人件費率

9,１３７,１２７千円 ７１,５１１,８６１千円 １２．８％
※人件費には、特別職に支給する報酬等を含む。

（令和元年度）

区分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢
一般行政職 ３０9,２８７円 ３８１,２9２円 ３9.9歳
技能労務職 ２８５,9００円 ３５０,７9７円 4８.4歳

職員の平均給料月額等

※給与には、給料のほか毎月決まって支給する手当（地域手当、
扶養手当、住居手当、通勤手当及び管理職手当）を含む。

（令和2年4月1日現在）

種類 内容
地域手当 給料、管理職手当及び扶養手当の１２％
扶養手当 配偶者６,５００円、父母等６,５００円、子１０,０００円、１６～２２歳の子・孫・弟妹一人につき５,０００円加算
住居手当 家賃の額に応じて、最高２８,０００円まで支給
通勤手当 距離に応じて、最高２9,５００円まで支給（公共交通機関利用者は運賃相当額、最高５５,０００円）
管理職手当 管理職の責任の度合いに応じて定額支給
時間外勤務手当 正規の勤務時間以外に勤務することを命じられた職員に支給
特殊勤務手当 著しく危険・不快・不健康な勤務や、その他困難な勤務に支給
期末・勤勉手当 年間支給割合　期末手当２.６月分　勤勉手当１.9月分（職制の段階、職務の級等による加算措置有）

退職手当
自己都合退職　　勤続２５年２８．０３9５００月分、勤続３５年３9．７５７５００月分
早期・定年退職　勤続２５年３３．２７０７５０月分、勤続３５年4７．７０9０００月分　いずれも最高限度は4７.７０9０００月分
※定年前早期退職募集制度は３～4５％加算。

主な手当の支給状況 （令和2年4月1日現在）

一般行政職の級別職員数（令和2年4月1日現在）

区分 月額 期末手当
市長 １,０4１,０００円　 6月期　１.７月分

１２月期　１.７月分
計　　３.4月分

副市長 ８５２,０００円
教育長 ７49,０００円

特別職の報酬等
区分 月額 期末手当

市
議
会

議長 ５７６,０００円 6月期　１.７月分
１２月期　１.７月分
計　　　３.4月分

副議長 ５３３,０００円
議員 4８０,０００円

（令和2年4月1日現在）

学歴／経験年数 初任給 10年 20年 25年 30年
大卒 １８８,７００円 ２７０,３８０円 ３4５,６4０円 ３６７,３３８円 4０５,６５２円
高卒 １５4,9００円 ２２６,５００円 ３６１,８００円 ３７６,9３３円

一般行政職の経験年数別平均給料月額

※斜線部分は該当する職員がいないことを示す。

（令和2年4月1日現在）

分限処分（心身故障のための長期休養） 懲戒処分
２２人 0人

分限・懲戒処分の状況 （令和元年度）

職員定数 採用 退職
１,０9６人 ６３人 ５６人

任免の状況

※職員定数は、安城市職員定数条例に定められた職員の上限数。

（令和元年度）

主査
１５８人
（２５．６％）

主事・技師
１７２人
（２７．９％）

主事補・技師補
５３人（８．７％）

係長・
専門主査
１１３人
（１８．３％）

合計
６1６人

課長補佐
５４人（８．８％）

課長・主幹
４６人
（７．５％）

次長・監
８人（１．３％）

部長
１２人（１．９％）


